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                            議会運営委員会委員長 山 崎 貴 裕 

 

 

         令和６年度 福生市議会議会運営委員会視察報告書 

 

本委員会は、令和６年度行政視察を次のとおり実施しましたので、報告いたします。 

  

１． 視察日程 

令和６年１０月２９日（火）～３０日(水) 

 

２． 視察先及び目的 

(１) 栃木県那須塩原市役所   １０月２９日（火） 

   議会基本条例及び議員政治倫理条例について 

(２) 福島県会津若松市役所   １０月３０日（水） 

   議会基本条例及び議員政治倫理条例について 

 

３．視察参加者 

委員長    ： 山崎 貴裕 

副委員長   : 原田 剛  

委員      : 仲間 正司 

委員      : 小林 貢 

委員      : 市毛 雅大 

委員      : 小澤 芳輝 

委員      : 佐藤 弘治 

委員      : 清水 義朋 



委員      : 堀 雄一朗 

委員外議員 ： 市川 佳樹(欠席) 

委員外議員 ： 三原 智子 

委員外議員 ： 西尾壽々斗 

随行      : 二見 貴裕（議会事務局） 

随行      : 宮脇 仁美（議会事務局） 

 

 

● 栃木県那須塩原市 視察  【１０月２９日(火)】 

 

１．市の概要（令和６年４月１日現在） 

 

 (１) 面積    

５９２．７４ｋ㎡ 

 (２) 人口    

１１３，７０３人 

 (３) 世帯数   

４９，４９５世帯 

 (４) 概要     

２００５年（平成１７年）に黒磯市、西 

那須野町、塩原町の合併によってでき 

た那須塩原市は、栃木県の北部に位置し、東京からは１５０ｋｍ圏、県庁所在地の

宇都宮市からは５０ｋｍにある。市内には JR の駅が３つあるが、東北新幹線を利用

すると、那須塩原駅から東京駅までは約７０分である。広大な平野とそれに続く、ゆ

るやかな丘陵・高原からなる複合扇状地である那須野が原の北西一帯を占めてい

る。市の面積の約半分を占める山岳部は日光国立公園の一部となっており、塩原

温泉、板室温泉、三斗小屋温泉などの温泉地が存在する。山岳部最高峰の三本

槍岳は標高１，９１７ｍで最低部２１０ｍとの標高差は約１，７００ｍあり、扇中央部

には国内有数の酪農地帯と田園地帯が広がっている。生乳生産量は本州一を誇り、

水稲や高原野菜、イチゴなどの農業も盛んである。一方、市内には８つの工業団地、



産業団地に加え、タイヤ、飲料品、乳製品、畜産加工品などの工場もあり、大手企

業の生産拠点となっているなど多彩な産業がバランスよく立地している。 

 

２．視察目的 

 

議会運営委員会においては、議事日程、議会だよりの編集などのほかに、議会

改革についての様々なテーマに取組んでいる。その中のテーマとなっている、議会

基本条例と議員政治倫理条例の制定に向けた議論は、いま活発に行っているとこ

ろであり、委員各自がインターネットの活用や書物、文献を活用しての調査研究も

進めている。福生市の両条例がより良いものとなるよう、実際に制定して活用して

いる先進市を訪問し、生の声を聞き実態を調査研究することとした。 

 

３．調査事項 

 

(１) 議会基本条例制定の背景・経緯について 

   平成１９年から議会改革に取組み、議会と市行政は独立・対等な立場で真の地

方自治を目指さなければならないとし、市民参加を拡大して市民のための市政を

実現するために、平成２４年に市議会の最高規範である議会基本条例の制定に至

った。制定に至るまでには、平成２１年に議会活性化検討特別委員会が設置され

平成２２年度・２３年度の２年間をかけて協議が行われた。同委員会では、福島県

会津若松市への視察も行い先進事例の調査・研究にも取組み、平成２４年３月議

会にて議員提案として制定された。 

   

 

(２) 議会基本条例の運用及び検証について 

   平成２７年３月議会において第１１条の検証及び改正が行われた後、条例制定

から５年が経過したところから本格的な検証が議会運営委員会で行われて来た。

検証は、前文と全２２条項について行われ、会派ごとの評価シート、会派間の調整

シート、改正検証チェックシート、PDCA サイクルシートなどの専用チェックシートを



活用している。評価方法は「目標達成」、「概ね達成」、「一部達成(５０％)」、「一部

達成(３０％)」、「未着手」からなる５段階評価として、条文改正や場合によっては条

文の廃止までが管理評価とされているなど細かなものとなっていると感じた。また、

第三者による外部評価も取り入れており、早稲田大学マニュフェスト研究所などに

評価を依頼しているとのこと。 

   

 

(３) 議員政治倫理条例制定の背景と経緯について 

政治倫理条例については、議会基本条例が制定された翌年から、制定に向けて 

検討が始まった。議会活性化検討特別委員会が主体となり、他市への視察や外部

講師による研修、事務局が作成した素案の検討等を経て、平成２７年３月議会にて

制定された。住民の信頼を得る公正で開かれた議会の実現が背景にはあるようだ。  

特徴としては、一部（資産と税の納付状況）ではあるが資産の公開が行われてい

ることだろう。地位を利用した金品の授受の禁止や、セクハラやパワハラ等ハラスメ

ントの禁止など主な項目となっている。 

 

 

(４) 議会取組実行計画について 

PDCA サイクルシートにて条文ごとに計画項目を設定してサイクルを回し、得ら 

れた改善点を基に、政策形成に繋げていく仕組みができている。例えば、広報広聴 

機能の充実の条においては、計画項目の 1 つとして「市民アンケート等の実施」の

取組が行われ、紙媒体と SNS 両方で情報を発信していくべきとの改善点が挙げら

れている。取組項目は「議員研修の実施」や「議会ホームページの充実化」などが

設定されて、その年間スケジュールがたてられているが、そのスケジュールはかな

りタイトなものとなっている。 

 

 

(５) 議会報告会及び意見交換会について 



平成２４年８月からこれまで２０回以上の議会報告会が行われてきた。常任委員

会ごとに３班体制で行われている。各回ごとの参加者は平均７５人となっているが、

会場別にみると 1 会場当たり平均で１５人、多くて３０人となっている。なお、コロナ

禍の影響で開催が出来ない間は、全国に先駆けて YouTube にて動画配信も行って

きた。この取組みは、第１５回マニュフェスト大賞エリア選抜・関東にノミネートされて

いる。市民との意見交換も議会報告会時に行われており、リラックスした雰囲気の

中で行いメンバー全員で話し合っているような効果が得られる４～５人単位でカフェ

方式でも行うなど工夫をこらしている。 

 

４．所感 

 

那須塩原市議会は、平成１９年から議会改革に取組み、議員は市行政を監視・

評価し、政策立案や政策提言を行うとともに市民参加の拡大、市民のための市政

を実現するために「議会基本条例」を制定した。平成２１年には議会活性化検討特

別委員会を設置し平成２２年度・２３年度の２年間に協議を重ねて、平成２４年３月

議会において制定に至った。この間、議会活性化特別委員会においては、福島県

会津若松市議会への視察を、また、各会派でも北海道栗山町、京都府京丹後市、

三重県伊賀市などに視察を実施するなどの調査研究を重ねてきたことなどからじ

 

(上)市政における市民懇談会チラシ 
行政側も年度ごとに市民と市長が話
す機会を設けている。 
(右)議会報告会＆意見交換会チラシ 



っくりと時間をかけてきたことが伺えた。 

那須塩原市の議会基本条例の条文は、市民にわかりやすいことに力点がおか

れている。また、議員間討議が盛り込まれているが、活発な議員間討議が行わ

れているとは言えないようである。条例として作ったは良いが、しっかりと運用して

いかなければ条例自体が形骸化してしまうこともあると感じた。 

条例制定から５年後には、条例の目的が達成されているかどうかの検証が行

われているが、かなり細かいチェックが行なわれている。この検証作業にかかる

時間と労力はかなりのもので、検証作業に対する議員間の温度差も存在してい

るようだ。福生市も条例制定後にこのような検証作業を行っていくのであれば、相

当な覚悟が必要であり、しっかりとした議論をへるべきと改めて感じさせられた。 

市民に開かれた議会を目指すために議会報告会及び意見交換会が「なしおふ

れあいトーク」と銘打って開催されているが、市民の意見を直接聞ける非常に大

切なものと感じた。しかし、これについては、参加者の減少が課題であるとのこと

で、継続していく上での工夫が必要であろう。 

     政治倫理条例については、平成２４年度から制定に向けた検討が始められ、 

他市への視察、講師を呼んでの研修を経て平成２７年３月議会で制定されたとの

こと、こちらも制定までには約２年かかっている。特徴としては、一部の資産と税

の納付状況を公開することが挙げられる。資産の公開に関しては、意見が分か

れると思われることから慎重議論すべきと考える。 

  福生市でも制定に向け議論されている議会基

本条例と政治倫理条例であるが、那須塩原市

議会の視察から、深い議論を経ずに拙速に制

定すべきではないと強く感じたのは私だけでは

ないだろう。今視察で学んだことを活かし、しっ

かりと議論を重ねていくことで、しっかりとした条

例を制定していきたい。そのことで、今回われわ

れの行政視察を受け入れていただいた那須塩

原市議会と事務局職員の方々への御礼とさせ 

ていただき結びとする。              (上)議場にて 



● 福島県会津若松市 視察  【令和６年１０月３０日(水)】 

 

１．市の概要（令和６年４月１日現在） 

 

 (１) 面積    

３８２．９９平方キロメートル 

 (２) 人口    

１１１，６９７人 

 (３) 世帯数  

４９，０８０世帯 

 (４) 概要     

会津若松市は、福島県会津地方の東部 

にある市で、１８９９年県内最初に市制が    

施行された会津地方の中心都市である。 

人口は郡山市、いわき市、福島市につい  

で県内では４番目に多い。江戸時代には 

会津藩の城下町として盛え、鶴ヶ城や飯    

盛山など歴史的観光地となっている。また 

市内東側に面する猪苗代湖やその北部に  

位置する磐梯山など豊かな自然に囲まれ 

た、自然景観に恵まれたまちでもあり、国内有数の観光地である。 

  ２０１９年４月に市が官民連携で整備をすすめてきた ICT オフィス「スマートシティ  

Aict（アイクト）が開所された。これは、首都圏などのＩＣＴ関連企業が機能移転でき  

る受け皿としてオフィス環境を整備した施設で、入居企業は、令和６年５月１日現在  

で２５社となっており、そのほとんどが一流企業である。これは、首都圏からの新た 

な人の流れと雇用の場の創出、若年層の定住、交流人口の増加を図り地域活力 

を生み出す助けとなることが期待されている。 

 

２．視察目的 



 

議会運営委員会においては、議事日程、議会だよりの編集などのほかに、議会

改革についての様々なテーマに取組んでいる。その中のテーマとなっている、議会

基本条例と議員政治倫理条例の制定に向けた議論は、いま活発に行っているとこ

ろであり、委員各自がインターネットの活用や書物、文献を活用しての調査研究も

進めている。福生市の両条例がより良いものとなるよう、実際に制定して活用して

いる先進市を訪問し、生の声を聞き実態を調査研究することとした。 

 

３．調査事項 

 

（１） 議会基本条例制定の背景と経緯について 

２０００年４月に施行された地方分権一括法により地方自治体の権限が強化さ 

   れ、議会の役割や責任も大きくなった。これを契機に、二元代表制のもと首長と

議会が相互の抑制と均衡を図りながら、自治体の自立に対応できる議会へと改

革へと動きだした。２００７年には、任意の委員会として議会制度検討委員会が

設置され、メンバーとして、外部委員として公募市民１名と学識経験者１名が参

加したことは特徴と言える。議会基本条例と議員政治倫理条例の２条例を同時

に制定することとし、大学教授による研修や他市への視察も行われるなどを経て

２００８年６月に条例制定に至った。 

 

（２） 議員政治倫理条例制定の背景と経緯について 

     市町村合併後に議員によるセクハラ問題が起こったことから、条例制定に向

かっていき、議会基本条例と同じ２００８年６月に制定された。 

 

（３） 市民との意見交換会について 

議会基本条例の第５条に、「議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の 

   審議の経過及び結果について報告するとともに、政策形成に関する意見交換を

行うため、市民との意見交換会を開催しなければならない。」とあり、地区別意 

   見交換会（５月、１１月）、分野別意見交換会（適宜開催）に取組まれている。また、



市民との意見交換会は、政策サイクルのほとんど全ての場面に関連する極めて

重要な制度であり政策形成の起点と位置づけられている。 

   地区別意見交換会は２００８年８月から令和５年１１月までに２８回、分野別意見

交換会は２００８年９月から令和６年１月までに１３回開催されている。 

 

（４） 広報広聴委員会の役目について 

    広報広聴委員会は、政策サイクルのステージのうち、政策研究の段階で重要 

   な位置づけにあり、広報機能と広聴機能の２機能を発揮するための機関として設

置されている。所掌事務としては、議会広報紙の編集に関すること、議会ホーム

ページに関すること、議会と市民との意見交換会（企画立案に限る）に関するこ

ととしている。 

 

（５） 政策サイクルに基づく議会活動について 

    会津若松市議会は２０２２年８月に通年議会を導入したことで、政策サイクルの

更なる充実をはかり、政策サイクルの再設計を行った。導入前は議会閉会中に

行っていた市民との意見交換会及び政策討論会の調査研究活動を、常任委員

会である予算決算委員会の所管事務調査に位置付けたことで、市民の意見徴

収、政策研究、予算審査、決算審査までの政策サイクルを１つの委員会で、１年

間を通じて一貫して行い、専門性を高めることが可能となっている。   

 

（６） 議会評価特別委員会について 

    議会活動評価モデルについて検討を行っている議会評価特別委員会は令和５   

  年１０月に設置され、委員は各常任委員会等から１名ずつ選出されている。議会

基本条例に基づく議会運営が実現しているか、また、住民福祉の向上のため、

議会が地域経営に関わりどのような成果を残したかという２つの領域評価を行う。 

  一方では、二元代表制の作動に基づく政策評価として、執行機関の領域におけ

る評価と住民の領域における評価も行っている。 

    

  



 

 

 

 

 

４．所感 

   第１７回マニュフェスト大賞において最優秀議会改革章を受賞した実績のある会

津若松市でも議会基本条例、議員政治倫理条例の制定には、他市への視察はも

とより専門家のアドバイス等、さまざまな段階をへて、また時間も掛けて取組んでき

たことが良く理解できた。 

   議会基本条例は、市民にとっての新たな価値創造に向け、市民参加を基軸とし

た政策形成を行い、まちづくりに貢献していくためのツールと議会で受け止め、市

政発展への貢献を最終目的としている。市民の声を政策形成サイクルにより、政

策として実現している報告事例を聞き、しっかりと運営、利活用されていると強く感

じた。 

 

 

 
(上)市民との意見交換会チラシ 
＊議員４～６人の班を５班つくり、各

地区ごとに担当している。 
(上)議場にて座学の様子 
(下)議場にて 
＊共に仮庁舎である旧会津女子高校

の職員室にて 



   政治倫理条例については、議員と市民との信頼関係を築く基盤として制定されて

いること、全くもって異論はない。過去の議員のセクハラが背景にあり制定されたと

のことで、かなりしっかりした条例となっていると感じると同時に、細かく条文化され

ていることは、非常に参考になった。 

   福生市において、議会基本条例と政治倫理条例に向けた議論が続けられている

が、見習う点が多々あったと思う。また、議員全員が同じ方向を向いてないなど、課

題についても明らかになった。条例制定はそう簡単なことではないと改めて思わさ

れたが、また同時に、条例の必要性も強く感じた視察となった。 

   結びに、会津若松市議会と議会事務局の方々に御礼を申し上げ、今回の行政視

察の報告とする。 

        

   

        

 

 


